
　公立大学の現在と　公立大学の現在と
　　　　　　　　　　未来を考える未来を考える

　　　　　　　　名古屋市立大学教職員組合名古屋市立大学教職員組合
　　　　　　　　　　　　　　執行委員長　　伊藤仁一執行委員長　　伊藤仁一



内容
 

１．公立大学法人
 

２．名古屋市立大学法人化後の運営状況
 

３．公立大学法人化の問題点
 

４.　公立大学の将来
 

５．愛知県立大学との合併の可能性



１．公立大学法人



公立大学法人

　

　 地方独立行政法人のう ち 、 一般地方独立行政法人で大学ま

たは大学および高等専門学校の設置および管理を行なう も の

である。



　　　＜公立大学法人制度のポイント＞
 

１．地方公共団体の選択により、公立大学の法人化が可能

 　　となる。

 
２ ．国立大学法人の制度設計にならい、地方独立行政法案に

 　　おいて「公立大学法人」に関する独立した章を設け、大学

 　　における教育研究の特性に配慮する特例を規定する。

 
３ ．法人の組織運営は、地方公共団体の裁量に委ねる弾力的

 　　な制度設計である。

 
４ ．公立大学の設置者は、公立大学法人に対して、その業務

 　　の財源に充てるために必要な金額の全部または一部を公布

 　　する。



　　　　　　　　　　地地地方方方独独独立立立行行行政政政法法法人人人とととははは

　日本における法人のうち、地方独立行政法人法

（平成１５年法律第１１８号）に規定される「住

民の生活、地域社会および地域経済の安定等の公

共上の見地からその地域において確実に実施され

ることが必要な事務および事業であって、地方公

共団体が自ら主体となって直接に実施する必要の

ないもののうち、民間の主体にゆだねた場合には

必ずしも実施されないおそれがあるものと地方公

共団体が認めるものを効率的かつ効果的に行なわ

せることを目的として、この法律を定めるところ

により地方公共団体が設立する法人」をいう。



国立大学法人法の概要
 

1）大学ごとに法人化し、自立的な運営を確保

 　　　予算、組織等の規制を大幅に縮小し、大学の責任で決定

 
２）民間的発想のマネジメント手法を導入

 　　　役員会員制度の導入により、トップマネジメントを実現

 
３）学外者の参画による運営システムの制度化

 　　　経営協議会、学長選考会議における学外者の参画

 
４）非公務員型による弾力的な人事システムへの移行

 　　　学長の任命権、能力に応じた給与システム導入、

 　　　兼職規制緩和

 
５）第三者評価の導入

 　　　客観的な評価システムの導入（国立大学法人評価委員会）



公立大学法人化の過程
 

公立大学法人とは：

 　　大学業務の自主性、公共性、透明性、競争性を追求するために、

 　　大学における教育研究の特性に配慮（教育・研究の主体性の尊重）された上

 　　で、自主・自立的に自ら目標（中期目標・中期計画）を立て、

 　　成果は厳しく評価され（自己評価、公立大学法人評価委員会による外部評

 　　価）、自らの業務実施に対して責任（教員評価、年俸制、任期制導入など）

 　　　　　を負う地方独立行政法人である。

 
１．公立大学法人への移行は設置自治体と各公立大学との協議により決定

 ２ ．設置自治体による定款（公立大学法人の運営組織、人事制度、財務会計制度

 　　など）の作成、議会での議決

 ３ ．総務大臣及び文部科学大臣（都道府県・政令市による設置）あるいは都道府

 　　県知事（その他の地方自治体による設置）による認可

 ４ ．公立大学法人の原案を元に設置自治体による中期目標（１期６年）の決定

 ５ ．公立大学は中期目標を踏まえて中期計画を作成、設置自治体はこれを認可

 
　



公立大学法人化の特性を生かした

　　　独自の公立大学構築の可能性

１． 理事長（学長）のリ－ダ－シップの確立と資源配分

２． 法人としての経営の確立と活性化

３． 社会に開かれた客観的な経営の確立

４． 柔軟な人事・会計制度の活性

５． 教育・研究の活性化に向けた取り組み

６． 地域貢献・産学連携の促進

７． 国際化への取り組み







所属別職階別教員在職者数
2012.12.7現在

　
教授 准教授 講師 助教

合計
　 特任 　 特任 　 特任 　 特任

医学研究科
基礎 20 2 12 　 15 3 25 7 84

臨床 20 　 33 　 44 　 107 15 219

薬学研究科 19 1 16 　 8 3 14 7 68

看護学部 9 　 9 　 6 2 11 　 37

経済学研究科　※ 19 　 14 　 6 　 5 　 44

人間文化研究科 25 　 17 　 　 　 　 　 42

システム自然科学 11 1 1 　 9 　 1 2 25

芸術工学研究科 14 　 10 　 2 　 1 　 27

その他 　 　 　 　 　 　 　 1 1

　 137 4 112 0 90 8 164 32 547

※経済学研究科の「助教」５名は全員が助手



　名古屋市立大学の沿革
 

明治１７年　名古屋薬学校設立

 　　２３年　愛知薬学校に改称

 昭和　６年　愛知高等薬学校開校

 　　１１年　名古屋薬学専門学校開校

 昭和１８年　名古屋市立女子高等医学専門学校設立

 　　２２年　名古屋女子医科大学設置

 　　２４年　名古屋薬科大学（新制）開学

 　　　　　　名古屋女子医科大学と名古屋薬科大学が統合され、

 　　　　　　名古屋市立大学医学部（旧制）となる

 　　２５年　名古屋市立大学（旧制医学部と新制薬学部）設置

 　　２７年　新制医学部医学科を設置

 　　３０年　教養部を設置

 　　３２年　附属高等厚生女学校を名古屋市立大学看護学校と改称

 　　３９年　経済学部設置

 　　６２年　医学部分子医学研究所発足

 平成

 

８年　人文社会学部、芸術工学部、自然科学研究教育センター設置

 　　１１年　看護学部設置

 　　１８年　公立大学法人名古屋市立大学設立　

 　　　　





２．名古屋市立大学法人化後  
　　の運営状況



　　　第 I 期中期目標中期計画
 　　　　　　　　　　法人評価委員会評価

　　全体として各分野で着実に成果を挙げている

　
 

　　　　市民に開かれた大学

　　　　　
 

市民の健康と福祉の向上

　　　　　　　
 

医・薬学部や附属病院の積極的な活動

　　　　社会貢献活動

　　　　　　　高齢者健康づくり指導

　　　　　　　生物多様性条約（COP10）への積極的協力

　　　　教員による教育改革、事務体制の整備は不十分



• 項目別評価

• S：　特質すべき進行状況

• A：　計画通り

• B：　おおむね計画通り

• C：　やや遅れている

• D：　重大な改善事項有り



　　　　　　　　項目別評価  
　　　　　　　　　　　　自己評価　　　　　委員会評価

 
　　教育　　　　　　　　　A                         A 

研究　　　　　　　　　A                         A 
　　社会貢献　　　　　　A                         A 
　　国際交流　　　　　　A                         A 
　　附属病院　　　　　　A                         A 
　　情報システム　　

 
　A                         A　

 業務運営改善　　　A                         B 
財務内容改善　　　A                         A 

　　自己点検評価　　　A                         A



名古屋市立大学の現状

　１）　裁量労働制に伴う時間外労働および土日の非裁量業務の増加

　２）　振替休日の理不尽な定義付けと非裁量業務労働に対する低い手当

　　　　　　支給（６００円／時間）、危険な年休活用　　

　３）　教員業績評価規定構築のない状態での任期制導入

　４）　大学運営費交付金の厳しい削減と研究費の減少

　５）　中期計画による度重なる教員定員の削減

　　　　　　募集学生数の増加で教員定員確保

　６）　大学校舎の老朽化と遅れる耐震補強

　７）　運営費交付金からの大学病院経営の切り離し

　８）　理事長が変わって歪んだトップダウン運営は収まった。

　９）　名古屋市からの派遣職員による名古屋市向けの大学経営

１０）　増える非正規教員と職員

１１）　揺れる理学部設置問題

　　　　　　COP10 終了に伴い環境理学部から理学部設置案へと鞍替

１２）　教員の労働時間制が裁量労働時間制に決定







名古屋市立大学の教員評価と評価制度
 

１. ほとんどの研究科で教員評価を実施
 

２. それぞれの研究科で教員評価の形式は異なる
 

３. 各研究科における評価基準の構築とその客観性には
 　

 
　大きな差がある

 　　　
 

客観性が乏しい：人間文化研究科、医学研究科
 

４. 教員評価の処遇反映
 　　　医学研究科においては、評価基準が設定されていない

 　　　状況下で再任審査の強行







　　減少し続ける大学運営費

　　中期目標・中期計画の呪縛

　増加する教職員の過重労働

　安い手当支給

　不完全な教員業績評価基準の基での

　　　　　任期制導入

　

　



３．公立大学法人化の問題



　　大学法人化の長所

　１.  外部資金使用の簡易化と

　　　　弾力的な自主的予算執行

　２.  自主的な人事管理

　３.  大学運営の透明性の向上

　４.  研究費等の事務室一括管理による

　　　
 

不正防止





　公立大学法人運営の問題  
大学法人化は大学人にとっては効率的、機能的で

 あるはずである。すべては理事長および大学理事
 の能力とパーソナリティーに依存する

 
理事長（理事）の理念、経営能力、運営能力、意見

 集約能、責任感、公平性、寛容性、利害、野心
 

　



　　　法人化後の名古屋市立大学
 

１．運営費交付金の大幅削減
 　　 １）底無しの研究費減額

 　　　２）増大する教職員の有期雇用化（特任教員、契約職員）

 　　　３）学部事務機関の統合・合理化

 　　　４）超過勤務の増加

 
２ ．理事長への権力集中と強引なトップダウン

 　　

 
１）各学部（研究科）教授会の弱体化

 　　　２）教員不補充による学部教育質の低下　

 　　　３）人文社会学部の学科再編の強行

 　　　４）時流に迎合した計画性の低い新学部設置案

 　　　５）任期制導入

 　　　６）理事長裁量に任される資金と教員ポストの増加

 　　　７）病院喫茶店設置による大学法人原資の浪費

 
３ ．変貌した理事長選考

 　　　１）非民主的な理事長選考規定と意向投票の軽視

 　　　 ２）説明責任を伴わない理事長選考会議の強い決定権



　　　　　公立大学法人化の現実
 

１．理事長のリーダーシップの確立と資源配分

 
　　　研究科教授会の弱体化

 　　　理事長裁量費の増大

 　　　強引な教員任期制導入

 　　　人文社会学部教員の理不尽な教員不補充と一方的な学科再編

 　　　教育面、資金面で多くの問題含みの新学部設置案

 
２ ．法人としての経営と活性化

 
　　　大学運営と病院経営の不調和

 　　　無駄な喫茶コ−ナ−の開設による多額のな法人原資の浪費

 　　

 
３ ．柔軟な人事・会計制度の活性

 　

 　　　独断的な特任教員補充

 　　　増大する理事長裁量経費

 　　　科研費等の外部資金の一括大学管理と人件費適応の容易化

 　　　兼業に対する緩い拘束

 　　

 
４ ．教育・研究の活性化

 
　　　教員との十分な議論と合意のない教員任期制導入

 　　　研究費の長期低落

 　



４．これからの公立大学



これからの国公立大学に影響を与える因子

１）　急激な少子高齢化の進行と生産年齢人口の減少　

２）　新興国の台頭と国際競争の激化　

３）　地方の過疎化と都市の過密化　

４）　労働契約法の一部改正　

５）　大学改革実行プラン　

　

６）　設置者の政策と理事長の方針　

　　



　１）　急激な少子高齢化の進行と生産年齢　

　　　　人口の減少

　２）　新興国の台頭と国際競争の激化

　国および地方自治体の経済的凋落

　　　　　↓

　運営費交付金の削減

　　　　　↓

　大学の減少と強要される大学の経営努力

　　　　研究費、教育費、教職員給与等の減少

　



　九州の公立大学１１校の１法人化案

　　　　　　　　北九州市立大学前学長　矢田俊文　提唱

　　九州の公立大学・短大１１校を「九州立大学法人本部」の

　　傘下に入れる大胆な改革案を提唱

　目的：　重複する分野の整理

　　　　　　余裕資源で芸術、陶芸、観光に関わる学部増設

　　　　　　附属研究所の統合と地域政策関連研究の亢進

　　　　　　自治体職員向けの行政コース、農業・工業試験所研

　　　　　　究員向けの科学技術コースをもつ大学院併設

　　　　　　事務スタッフの充実

　　

 
　　　　　



　　背景

　　２００８年１０月、九州地域戦略会議におい
 て、「道州制の九州モデル」を策定

　　２００９年３月、公立大学協会の九州・沖縄
 協議会は、各公立大学が現状のまま、それ
 ぞれを「州立大学」となる場合とまとまって１
 つの「州立大学法人」の傘下に入る場合のシュ

 ミレーションを行った。　　



　４）
 

労働契約法の一部改正
　　　　　　　　　　（平成

 
24 年 8 月 10 日、公布）

　a) 無期労働契約への転換

　　有期労働契約が反復更新されて通算５年を超えた時、労働
 者の申し込みにより、無期労働契約に転換できる。

　b) “雇止め法理”の法定化

　　雇止め法理が法定化され、使用者の雇い止めが認められ
 い。

　c) 不合理な労働条件の禁止

　　有期労働者と無期労働者との間に、不合理な労働条件の
 違を設けることを禁止する。



有期労働契約の新しい法定化は

　　　大学教員の任期制に大きな影響を与える

６年以上任期の任期制と矛盾する

　　　（名市大医学研究科教授は７年任期）

５年任期であっても再任規定がある場合は矛盾する



５）　大学改革実行プラン

　激しく変化する社会における大学機能の再構築

　大学機能の再構築のための大学ガバナンスの充実・強化

　　大学教育の質的転換と大学入試改革

　　　　学生の主体的学びの拡大、ED センターの充実（教員の教育評価）

　　　　意欲、能力、適正等多面的・総合的評価に基づく入試への転換

　グローバル化対応した人材育成

　　　　入試における

 
TOEFL・TOEIC の活用促進、英語による授業の倍増

　　　　秋入学への対応



　　地域再生の核となる大学づくり

　　　　　地域（社会、産業、行政）と大学との組織的連携強化

　　　　　地域イノベーション創出人材の育成

　　　　　地域雇用、産業振興への貢献

　　　　　地域の課題解決への貢献

　　研究力強化

　　　　　大学の研究力促進のための支援加速化

　　　　　研究拠点の形成・発展のための重点的支援

大学機能の再構築のための大学ガバナンスの充実

　　国立大学改革　　予算の戦略的配分、国立大学法人評価の検討

　　大学改革を促すシステム・基盤整備

　　財政基盤の確立とメリハリある資金配分の実施　など



　６）　設置者の政策と理事長の方針

　例１　大阪都構想の下で大阪府立・大阪市立両大学統合案

　　　　法人統合、重複学部の整理、教育学部設置

　　　2014 年度

両大学の事務局を１つにし、理事長を１人とする

　　　2015 年度

　　　　　大阪府と大阪市が「大阪都」移行を目指し、両大学の

　　　　　運営法人を統合する方針

　　　2016 年度

　　　　　両大学を統合した新大学として開校する予定

　　　　



　大阪都とは

　　大阪府と大阪市の二重行政を廃止するために、政
 令指定都市である大阪市、堺市および周辺市を廃
 止して、特別区（２０区に分割）を設置し、旧市の行
 政機能・財源を大阪都に移譲し、統合するという考
 え。



橋下大阪府知事と大阪府立大学

08.2       大阪府知事に橋下氏が就任

09.2.11  「府立大学に１００億円を投じるのはいかがなものか」

09.9.08   第22回大阪府戦略本部会議で府大のあり方が議論

09.9        知事から１１月までに改革案を提示するよう要請

09.11.30 「府立大学のあり方についての見解」を府に提出

09.12.3　
 

全学合意のないまま理事長責任で「大学改革案」を

　　　　　　
 

提出

09.12.16  「第27回大阪府戦略本部会議」に府立大学が提出

した「大学改革案」を了承

10.2         「大阪府立大学の改革指針(案)」を府が策定

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（公大連　資料）



　大阪府立大学への問題提起

　　　　　　　　（府民文化部私学・大学課）

• 府にとっては大学教育施策は義務的な役割ではない

• 大阪府と大阪市を合わせた公立大学への税投入額は全国　

　　で 大。

• 府が大学を持つ意義を明確にし、府税投入の必要性を府民
 にきちんと説明できなければ、存在意義は疑問

• 国立・私立との役割分担を明確化し、公立大学の独自性を
 追求しなければならない。

• 公費投入は府政や地域への貢献度の高い学部に対して行う
 べき。現状のままでは学部は限定される。

• 大阪府立大学の存続は、大阪市立大学の存在を抜きには
 考えられない。　　　　　　　　　　　　（公大連　資料）　　



大阪府立大学の理系中心への学域再編

〜平成２３年度

　　　工学部、生命環境科学部、理学部、経済学部、

　　　人間社会学部、看護学部、総合リハビリテーション学部

　　　　（７学部）

平成２４年度〜

　　　現代システム科学域、工学域、生命環境科学域、

　　　地域保険学域　（４学域）

　　　　　教員数は７０８名（２２年）から６３７名（２８年）に減少

　　　　　各教員はどこに配属されるか不明



橋下市長と大阪市立大学

11.12      　大阪市長に橋下氏が就任

11.12.27 　府市統合本部を設置

12.3           橋下市長と大阪市立大学長と面談

12.3.29      府市統合本部が大学統合を示唆

12.5.29      府市統合本部が府大・市大の統合に向けて

有識者会議を設置（新大学構想会議）

　　　　　　　
 

（公大連　資料）



　　　　　　　　大阪府立大学　　　大阪市立大学

設置団体　　　　　　　　　大阪府　　　　　　　　　　　　　大阪市

学部数　　　　　　　　　　　　７　　　　　　　　　　　　　　　　　８　

教職員数　　　　937 人（教員

 
723 人）　　　　1,013 人（教員

 
732 人）

学生数　　7,949 人（学部学生

 
6,416 人）　9,165 人（学部学生

 
7,127 人）

施設面積　　23 万平方メートル　　　　　　　　35 万平方メートル

運営費交付金　　118 億円（19 年度決算）　　157 億円

卒業生数　　　　　84,673 人　　　　　　　　　　　79,644 人

(平成２１年５月１日　現在)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公大連資料



　学生数比較

東京大学　　2万８千人　　　　　日本大学　　７万２千人　

　大阪大学　　２万４千人　　　　　早稲田大　　５万４千人

　京都大学　　２万２千人　　　　　慶応義塾　　４万３千人

　神戸大学　　１万７千人　　　　　立命大学　　３万６千人

　東京工業大　１万人　　　　　　　近畿大学　　３万４千人　

　大阪市立大　９千２百人

　首都大東京　９千人

　大阪府立大　７千９百人　　　　　　　　　　公大連資料



受験生のみなさまへ

ー大阪府立大学との法人統合のことについてー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大阪市立大学長　　西澤　良記

　　　大阪市立大学と大阪府立大学の統合について新聞やテレビで報道されていま

 すが、これは大学を経営する法人の統合（一つの法人が２大学を経営する形態）

 のことであり、入試や教育内容等に変更はありませんので、受験生のみなさんは、

 ぜひチャレンジしてください。

　　　将来、法人が統合されることになれば、公立大学として 大規模の総合大学で

 ある２つの大学を擁する法人が誕生することになり、効率的な運営が図られるだ

 けでなく、垣根を超えた複合的な教育研究の充実や学生交流の活性化などに大

 きな効果が見込まれ、それぞれの大学の強みをさらに強化し、弱みを強みに変え

 ることも可能になると考えています。

　　　両大学とも、今後も社会が求める有為な人材を育成し、密接な連携とともにそれ

 ぞれの伝統と個性を生かしながら、切磋琢磨し、大阪・関西にとって大きな知的

 拠点としてその発展に貢献するとともに、アジアの先端をゆく大学として大きく飛

 躍するあらたな大学像を示していきたいと考えています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（公大連　資料）



　大阪市立大学学長の言

　１.　すでに、２つの大学を統合する立場で受験生への呼び

　　　　かけを行っている。

　 ２.　２つの大学が将来１つになるであろうことを明確に述べて
 　　いない。経営母体のみ１つであり、学部・学科は将来にお

　　　　いても減少しないという誤解を与える。

3.　はたして、垣根を超えた複合的な教育研究の充実が期

待できるのか？

４.　一法人化することによって、知的拠点の発展に貢献でき

　　　　るのか？

　　５.　大学内での意思統一を図った上での弁ではない。



大阪府市立大学統合問題

１）　大学を二重行政の対象にしてはならない。

２）　大阪府の府立大学設置責任を追求すべき。

２）　大阪府民の意向調査を行うべき。

３）　これまで府立大学が輩出し、社会で活躍してきた（いる）人
 材調査を行うべき。

４）　市大との統合に伴う学科再編により、これまで構築してき
 た知的蓄積が崩壊する危険性を主張するべき。

５）　多大学統合が大学のポテンシャルに容易に繋がるもので
 はないことを主張すべき。　



５. 愛知県立大学と名古屋市立大学の統合

　　　はありうるのか？



　　　愛知県立大学　　　　　　　　　　　

　　外国語学部　　　　

 
英米学科、ヨーロッパ学科、中国学科、国際関係学科

　　日本文化学部　　　国語国文学科、歴史文化学科

　　教育福祉学部　　　教育発達学科、社会福祉学科

　　情報科学部　　　　

 
情報科学科

　　看護学部　　　　　　看護学科

　　名古屋市立大学

　　医学部　　　　　　　　医学科

　　薬学部　　　　　　　　薬学科、生命薬学科

　　人文社会学部　　　

 
心理教育学科、現代社会学科、国際文化学科

　　経済学部　　　　　　

 
経済学科

　　芸術工学部　　　　　情報環境デザイン学科、建築都市デザイン学科、産業イノベーション学科　

　　看護学部　　　　　　

 
看護学科

　　システム自然科学センター



公立大学を取り巻く情勢

１）　税金の無駄遣いを叫ぶ公務員バッシング

　　　の中にあり、公立大学とて例外ではない。

２）　他の地域において、一法人多大学のアン

　　　ブレラ方式が急速に進行している。

３）　大阪府大と大阪市大統合は多大な影響力

　　　をもつと考えられる。

４）　愛知県知事と名古屋市長の関係に依存す

　　　る。



長い時間、長い時間、
 　　御静聴ありがとうございました。御静聴ありがとうございました。
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